
 

 

 

 

平成 28 年度公開プロセス対象事業のレビュー点検結果 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



反映状況

廃止 0 （2） 0 （▲1,482）

縮減 6 （5） ▲ 1,323 （▲435）

執行等改善 1 （0） 0 （0）

予定通り終了 0 （0） 0 （0）

現状通り 0 （0） 0 （0）

合計 7 （7） ▲ 1,323 （▲1,917）

※（）書きは昨年度の数

反映額
（百万円）

事業数

公開プロセスの評価結果を踏まえた概算要求への反映状況



　　　　（単位：百万円）

H28 H29

当初
予算

要求
額

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ

▲6 縮減

公開プロセスの評価結果を
踏まえ、
①救急患者受入実態調査事
業に関しては平成28年度限
りで廃止、
②メディカルコントロール
協議会に係る補助について
は、調査結果を踏まえ、週
１回以上という専任医師の
要件を見直すこととし、
③搬送困難事例受入医療機
関支援事業についても、調
査結果を踏まえ、１都道府
県当たりの補助の上限額は
廃止するとともに、１医療
機関に対する補助の上限額
を実態に即した額に見直す
ことで、当該事業に重点を
移すなど
必要な見直しを行った。

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
見直し案にあるとおり、搬送困難事案受
入医療機関支援事業の実効性の把握・検
証を行いつつ、救急患者受入実態調査委
託費については必要性を含めて見直し、
メディカルコントロール協議会に係る補
助については、自治体の実態を調査し、
そのニーズに応じて、週１回以上という
専任医師要件を含め、本事業の要件を見
直す必要がある。全体として搬送困難事
例受入医療機関支援事業に重点を移しつ
つ、補助金の上限額等を見直し、受入照
会回数の減及び現場滞在時間の短縮によ
り実効ある事業内容に見直すことが必
要。さらに、受入照会回数や現場滞在時
間の地域差を戦略的に是正する観点か
ら、本事業に手を挙げない自治体への働
きかけを強め、都市部や山間部などの実
情に応じたベストプラクティスの横展開
を図ることや公立病院の位置付けを検討
することが必要。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

146

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、必要
な見直しを行
うこと。

016
救急患者の
受入体制の
充実

①救急患者受入実態調査委託費
　消防法第35条の５の規定に基づき、各
都道府県において策定された「傷病者の
搬送及び受入に関する実施基準」の実際
の運用状況について調査を行う。
【創設年度】平成22年度
【委託先】都道府県

②メディカルコントロール体制強化事業
  救急医療体制の強化のため、地域の消
防機関等に設置しているメディカルコン
トロール協議会に専任の医師を配置する
ために必要な経費等について財政支援を
行う。
【創設年度】平成26年度
【補助先】都道府県
【補助率】１／２（国１／２、都道府県
１／２）

③搬送困難事例受入医療機関支援事業
（②の事業を実施している地域で行う）
　長時間搬送先が決まらない救急患者を
一時的であっても受け入れる医療機関に
対して財政支援を行う。
【創設年度】平成26年度
【補助先】都道府県（間接補助先：医療
機関）
【補助率】１／３（国１／３、都道府県
１／３、医療機関１／３）

○メディカルコントロール体制強化事
業及び搬送困難事例受入医療機関支援
事業について、都道府県の実態やニー
ズに合っているか検証すべきではない
か。

○メディカルコントロール協議会に対
する補助のあり方を検証すべきではな
いか。

373 483 110 

行政事業レビュー
推進チームの所見

反映状況

評価
結果 所見の概要 反映額 反映内容

○平成２８年度行政事業レビュー公開プロセス対象事業のレビュー点検結果

事業
番号 事業名 事業概要 論点

差引 外部有識者
コメント

259
医療経済実
態等調査費

医療機関等における医業経営等の実
態を明らかにし、社会保険診療報酬
に関する基礎資料を整備するため、
医療機関等に関する以下の調査を実
施する。
・病院、一般診療所、歯科診療所、
保険薬局に対する施設全体の収支状
況を把握するための調査（医療機関
等調査）
・医療保険の保険者の財政状況の実
態を把握するための調査（保険者調
査）
・病院に対する各診療科ごとの収支
状況を把握するための調査（事例調
査）
・訪問看護ステーションの訪問看護
療養費の実態を把握するための調査
（訪問看護療養費実態調査）
・柔道整復、はり・きゅう、あん摩
マッサージ、治療用装具等の療養費
の実態を把握するための調査（療養
費実態調査）

○低調な執行率の改善方法について検
討が必要ではないか

○調査の委託において１者入札となっ
ている契約があるが、国費の効率的な
執行を図るため、そうならないような
方策を検討すべきではないか
（平成23年度、平成25年度、平成27年
度医療機関等調査）

○有効回答率は現状で問題ないのか。
調査結果の信頼性をより向上させるた
めにも、有効回答率を上昇させる方策
を検討する必要があるのではないか

縮減

公開プロセスの評価結果を
踏まえ、
・執行状況を踏まえて予算
要求額を縮減した。
・次回入札において、公告
期間の延長等により一者入
札の改善に努める。
・次回調査において、診療
関係団体への協力要請等に
より有効回答率の向上に努
める。

137 ▲9 

（評価結果）
事業内容の一部改善

（とりまとめコメント）
執行状況を踏まえて予算要求を見直す必
要がある。また、公告期間の延長、公表
資料などを活用した業者への早い段階か
らの積極的な声かけ、仕様書の内容の一
層の明確化、企画提案書の簡素化などに
より調達における競争性を確保するとと
もに、有効回答率の向上を図るため、診
療関係団体への協力要請、調査票の簡素
化などの工夫、不備のある回答に対する
照会を行うほか、回答を一層促すよう地
域別の回答率の公表、公立病院の回答の
義務づけ等を含めて検討すること、回答
した医療機関と回答しなかった医療機関
の属性を分析すること、類似調査との間
で横断的な比較検討を行うこと、が必
要。

事業
内容
の一
部改
善

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、執行
状況を踏まえ
た予算要求を
行うととも
に、調達にお
ける競争性の
確保に努める
こと。

▲9 
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　　　　（単位：百万円）

H28 H29

当初
予算

要求
額

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ

行政事業レビュー
推進チームの所見

反映状況

評価
結果 所見の概要 反映額 反映内容

事業
番号 事業名 事業概要 論点

差引 外部有識者
コメント

▲1,046 縮減

公開プロセスの評価結果を
踏まえ、
・技能実習コースについ
て、小規模零細事業主に配
慮しつつ、助成率・額の見
直し等を行い、予算規模の
適正化を図る。
・中小建設事業主が、若年
者や女性を対象として、ト
ライアル雇用を行った場合
の支援措置である奨励金に
上乗せ助成等を行い、若年
及び女性労働者の確保への
メニューの重点化を図る。
・助成金利用事業主におけ
る定着状況等を把握し、本
事業の指標に取り入れるこ
とを検討しつつ対応する。

5,046 5,184 138 

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
27年度執行実績を踏まえ、執行額の太宗
を占める技能向上支援助成について企業
規模や対象者の年齢などを加味して助成
内容をよりきめ細かく設定し直すことで
予算額の抑制を図るなど、本助成金全体
として予算規模の適正化を図ることが必
要。併せて、本事業の目的である建設労
働者の雇用の安定や労働条件の改善の観
点から、建設業を取り巻く環境変化や建
設業界のニーズも踏まえ、若年者等の確
保や生産性向上に資するメニューへの重
点化を図るほか、本助成金利用後の同一
企業内及び建設業界内の定着状況や賃金
体系などの整備状況、本助成金による技
能習得者数についてもサンプル調査など
の手法も含めて把握し、建設業全体の動
向との比較も行いつつ本事業の指標に取
り入れ、本助成金がより実効ある内容と
なるよう検討することが必要。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、事業
効果の大きい
メニューに重
点化するこ
と。

519
建設労働者
確保育成助
成金

建設業においては、建設生産の特徴から、
他の産業に見られないほど下請制度が広汎
かつ重層的に発達し、中小零細企業が多
く、同時に激しい受注競争の中で、技能労
働者の流動化が進んでおり、これらの影響
を受けて雇用が不安定、基幹技能者不足、
労働条件が立ち後れ、労働者災害の発生が
多いなどの構造的な問題が生じている。こ
うした課題に対応するため、建設業につい
ては、他産業との格差を埋めるために建設
事業主から特別に附加徴収した雇用保険料
（1/1,000）を財源として、助成制度を実施
している。加えて、近年、技能労働者の高
齢化が進行する中で、「若年労働者及び女
性労働者の確保・育成」と「技能継承」が
喫緊の課題となっている状況も踏まえ、建
設技能向上や、雇用管理改善制度の導入、
若者及び女性に魅力ある職場づくり等の取
組を行う事業主等に対して助成を行うこと
により、業界全体で雇用改善や人材育成の
推進を図る。

【創設年度】　平成25年度
【交付先（都道府県労働局経由）】　建設
事業主、建設事業主団体、職業訓練法人

○現行の助成金の各メニューは、「建
設技能向上支援」、「雇用管理改善制
度の導入支援」等と　なっているが、
「若年技能労働者の確保・育成」、
「技能継承」の更なる推進を図るた
め、業界ニーズにしっかりと対応した
ものとなっているか検証を行うべきで
はないか。

○また、当該助成金の執行率が140％
（27年度）と高水準となっているが、
各メニューの効果的な手法の検証を行
うべきではないか。

404 353  ▲51 

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
見直し案にある健康手帳の存在の周知、
健康教育・健康相談の土日開催・出前開
催、訪問指導対象者の満足度調査などに
加え、健康増進という本来の事業目的に
立ち返って実施方法を検討すべきであ
る。とりわけ、機能訓練は、今の形では
存続せず、他の類似事業に委ねることを
含めて抜本的に見直す必要があり、健康
手帳は、電子化を含め内容や周知の方法
を大きく見直すことを検討する必要があ
る。また、本事業について、市町村別の
取組状況の「見える化」を検討するな
ど、より的確に効果を検証するととも
に、①積極的に訪問するアプローチの重
視、②特に勤労世代を念頭に、医療保険
の保険者や事業主の位置付けを含めた見
直し、③地域・職域連携のベストプラク
ティスの横展開の強化、について検討す
る必要がある。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

301
健康増進事
業（健康相
談等）

国民の壮年期からの健康づくりと、
脳卒中、心臓病等の生活習慣病の予
防、早期発見、早期治療をはかると
ともに、住民の健康増進に資するこ
とを目的として、市町村は健康増進
法第１７条の規定に基づく事業を実
施しており、国は健康増進法第８条
第４項の規定に基づき、都道府県が
市町村に補助した経費及び指定都市
が実施した事業に要する経費の一部
を補助する。

【健康増進法第１７条の規定に基づ
く事業】
①健康手帳の交付②健康教育③健康
相談④機能訓練⑤訪問指導

【負担割合】
・国１／３、都道府県１／３、市町
村１／３
・国１／３、政令指定都市２／３

　当該事業については、平成２０年に健康増
進法に位置づけられる以前から老人保健法に
基づき昭和５７年から同様の事業を継続して
実施している事業である。
　事業の目的でもある、生活習慣病の予防や
早期発見・早期治療を図り、より多くの住民
の健康増進に資するため以下の論点を踏ま
え、事業の統廃合や重点化など適切な実施内
容・実施方法の在り方について見直しを行う
べきでないか。

○　成果目標の達成に向けて当該事業の有用
性がわかりにくいことから、成果がわかりや
すい目標を設定し、達成に向けた事業内容を
検討すべきではないか。

○　単位当たりコストからほぼ全ての市町村
が事業を実施していると推察され、また執行
率も良い状況であるが、限られた予算の中で
多くのメニューを実施していくのではなく、
必要性の高い事業への重点化を図るなど事業
内容の見直しや補助対象経費を見直すなど実
施方法の改善を図ることで、予算の効率的な
執行を行っていくべきではないか。

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、必要
な見直しを行
うこと。

▲51 縮減

公開プロセスの評価結果を踏まえ、
以下の見直しを実施。
（１）事業全体の効果検証（厚生労
働科学研究費を活用）
・PDCAサイクル体制確立：効果的な
生活習慣改善につながる地域・職域
連携等の取組事例に関する収集・分
析・評価の実施・公表
・横展開の実施：他自治体への評価
手法の活用促進
（２）健康手帳の交付
 ・市町村経由の紙方式での交付か
ら、厚労省ホームページからのダウ
ンロード方式による交付に変更
・健康手帳HP等により広報を強化
し、市町村の住民の健康づくりへの
周知、活用を促進
（３）健康教育、健康相談、訪問指
導
 ・土日・出前開催の促進など参加
しやすい体制の構築
・訪問指導対象者への満足度調査の
実施
（４）機能訓練
・廃止（事業の重点化）
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　　　　（単位：百万円）

H28 H29

当初
予算

要求
額

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ

行政事業レビュー
推進チームの所見

反映状況

評価
結果 所見の概要 反映額 反映内容

事業
番号 事業名 事業概要 論点

差引 外部有識者
コメント

①平成29･30年度において、
「ねんきんネットのID取得
者数：前年度比20％増」を
アウトカム目標として設定
すること。②ねんきんネッ
トの活用促進のため、平成
29年度において、利用者の
視点に立ったシステム改
善、戦略的な周知啓発を行
うこと。③ねんきんネット
利用者について、ねんきん
定期便を「紙」から「電子
版」に原則切り替えるた
め、平成29年度において、
必要なシステム改善を行う
こととした。

▲258 

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
まずは、国民の信頼を高める観点から、
ねんきん定期便について分析するための
データの重要性を認識するとともに、ね
んきんネットのＩＤの取得の数値目標を
設定するなどアウトカム・アウトプット
指標のとり方について見直すとともに、
工程表の作成について検討する必要があ
る。その上で、ねんきん定期便に要する
費用を合理化するため、ねんきんネット
の普及をさらに戦略的に推進するととも
に、作成・発送準備の作業や調達方法を
精査する必要がある。その上で、ねんき
ん定期便に要する費用を合理化するた
め、ねんきんネットの普及をさらに戦略
的に推進するとともに、作成・発送準備
の作業や調達方法を精査する必要があ
る。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、挙げ
られたねんき
んネットの普
及促進をはじ
めとした様々
な施策に関し
て幅広く検討
し、実現に努
めること。

 -
執行
等改
善

縮減

公開プロセスの評価結果を
踏まえ、翌年度以降、新た
な仕組みの導入に向けて都
道府県と調整しつつ対応し
てまいりたい。また、訓練
終了後の定着状況について
も把握し、訓練内容の一層
の改善などにいかすことも
検討したい。
なお、29年度予算要求にお
いては、各都道府県の補助
実績（補助割合）に、直近
の訓練生数の訓練科ごとの
増減推移を加味することに
より、実績に見合った適正
な予算規模に縮減してい
る。

785
ねんきん定
期便

年金制度に対する国民の理解を深め、信頼を確保するた
め、国民年金法及び厚生年金保険法に基づき、被保険者の
方に、毎年、誕生月に保険料の納付実績や将来の給付に関
する情報提供を行う。

（参考①）「ねんきん定期便」の法的位置付け
根拠法令：国民年金法１４条の５、厚生年金保険法第３１
条の２
　厚生労働大臣は、年金制度に対する国民の理解を増進さ
せ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定め
るところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料
納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりや
すい形で通知するものとする。

（参考②）「ねんきん定期便」により通知する情報等
①　年金加入期間
②　年金見込額（５０歳未満の方は加入実績に応じた年金
見込額を、５０歳以上の方は「ねんきん定期便」作成時点
の加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見込額を
提供）
③　保険料の納付額
④　年金加入履歴
⑤　厚生年金の期間の月毎の標準報酬月額、賞与額、保険
料納付額
⑥　国民年金の期間の月毎の保険料納付状況

※ ④、⑤及び⑥については、節目の年齢（３５歳、４５
歳及び５９歳）の方には全期間の状況、
その他の年齢の方には直近の１年間の状況をお知らせす
る。
※　平成26年度送付件数（実績）　約6,460万件

○情報提供は重要だが、郵送主体の現
在の事業を見直し、インターネットを
活用したねんきんネットを使った情報
提供へ移行を進めていくべきではない
か

○ねんきんネットへの移行を推進する
方策を考えていくべきではないか

○郵送について、さらにコストを下げ
ることはできないか

6,032 5,774

1,052 ▲161 

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
見直し案にあるとおり、予算規模の一層
の適正化を図るとともに、都道府県間の
取組・実績の差にも留意しつつ、訓練終
了率、検定等合格者数、職種別検定別合
格率等の指標に着目し、実績が低調な訓
練校の訓練内容などの底上げを図る取組
を国・県・事業者一体となって推進する
仕組みを導入することに加え、訓練終了
後の定着状況についてもサンプル調査な
どの手法で把握し、訓練内容の一層の改
善などにいかすことを検討することが必
要。また、訓練校別単位費用、固定費の
取扱いなど、費用対効果の観点から、訓
練校間のコストの適正化、補助の在り方
についても改めて検証すべき。離職者、
在職者の能力開発の連携を検討するこ
と。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

公開プロセス
での外部有識
者からの指摘
を踏まえ、翌
年度以降、新
たな仕組みの
導入に向けて
都道府県と調
整し、適正な
予算規模への
見直しを行う
こと。

▲ 206591
認定職業訓
練助成事業
費

 認定職業訓練に対する助成は、都道府県が認定
職業訓練を行う中小企業事業主、職業訓練法人
等に対して運営費、施設費、設備費の助成を
行った場合、国がその１／２（訓練実施に要し
た経費の１／３）を補助する。【間接補助】
　 ※ ２都道府県以上にまたがって共同訓練を
実施する団体等に対しては、広域団体認定訓練
助成金として国が１／２（全国団体２／３）を
助成。【法定受託事務】

（交付先）　都道府県→認定職業訓練を行う中
小企業事業主等
（補助率）  １／２（訓練実施に要した経費の
１／３が上限）
（事業実施主体）　 中小企業事業主、中小企業
事業主の団体、職業訓練法人、都道府県職業能
力開発協会、社団法人、労働組合等

（主な訓練科）
○　建築・土木関係（とび、配管、建築、土木
施工科等）
○　理美容関係（理容、美容科等）
○　金属・機械加工関係（溶接、プレス、機械
加工、精密加工科等）

○当該事業に係る補助対象訓練科数は
ほぼ横ばいで推移している一方、補助
対象訓練生数については年々減少傾向
にあることから、雇用情勢の趨勢も考
慮した上で、訓練生数の見直しを図る
ことで、適切な予算規模となっている
か改めて検討するべきではないか。

○職業能力検定等の合格率を成果目標
（アウトカム）としているが、当該成
果目標については、一定程度その目的
を達成していることから、事業の効果
をより具体的に計るため、新たな定量
的な目標設定（たとえば実際の受験者
数を成果目標に加えるなど）を行うべ
きではないか。

1,214
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　　　　（単位：百万円）

H28 H29

当初
予算

要求
額

Ａ Ｂ Ｂ-Ａ

行政事業レビュー
推進チームの所見

反映状況

評価
結果 所見の概要 反映額 反映内容

事業
番号 事業名 事業概要 論点

差引 外部有識者
コメント

（評価結果）
事業全体の抜本的改善

（とりまとめコメント）
顕在化していないニーズを含めて実態を
よく把握した上で、見直し案にある、施
設職員のストレス軽減や施設に対する第
三者など外部の目の積極的な活用に資す
る内容を加える一方、必要性の乏しいメ
ニューを廃止し、併せて都道府県や市町
村の先進的な取組を収集し、その横展開
を行えるよう事業の再構築を図ることが
必要。これに加え、通報・相談窓口を周
知し、虐待の実態を個別の実態も含めて
一層的確に把握した上で、地域差を解消
しつつ、本事業によって虐待件数を減少
させていくことができるよう、通報件数
など適切なアウトカム指標の設定を検討
することが必要。

事業
全体
の抜
本的
な改
善

公開プロセス
の評価結果を
踏まえ、必要
な見直しを行
うこと。

▲6 縮減

公開プロセスの評価結果や
都道府県の意見を踏まえ、
○事業の柱立てを整理し、
「介護施設・サービス事業
者」、「市町村」、「地域
住民」の対象別に再構築す
るとともに、
・施設長等向けの研修に
「施設職員のストレス対
策」、「介護相談員等の外
部の目の活用」等の内容の
追加
・市町村職員向けの研修を
新設し、効果的な対応事例
の横展開
・地域住民への通報・相談
窓口の更なる周知徹底等を
行う。
○あわせて、虐待対応への
体制整備が進んでいる市町
村ほど、通報・相談件数が
多い傾向が見られることか
ら、高齢者虐待に係る市町
村の体制整備の状況を成果
指標に設定する。

804
高齢者権利
擁護等推進
事業

①介護施設・事業所等従事者の権利
擁護推進事業
　介護施設・事業所等において、高
齢者虐待防止の取組みを推進する指
導的立場にある者及び介護保険施設
に勤務する看護師に対する研修等を
実施。

②権利擁護相談支援事業
　各都道府県内において、高齢者虐
待を中心とした権利擁護に関連する
専門的相談・支援体制の構築を図る
ため、専門相談員（弁護士や社会福
祉士）を配置した相談窓口を設置す
るとともに、専門相談員による相
談・支援事例の紹介・普及等を行
う。

　平成19年度の事業開始以降、枠組み
の変更なく事業が実施されており、施
設職員の高齢者虐待事件が頻発するよ
うな状況において、現行の取組が効果
を挙げているか検証し、ニーズを踏ま
えた事業に見直しを行うなど、重点
化・効率化を図るべきではないか。

105 99 ▲6 
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